
【１１】　広報もがみ　令和５年１２月号　№８７３ 広報もがみ　令和５年１２月号　№８７３　【１０】

　町職員の給与について、あらましをお伝えします。
町職員の給与は、国や他の地方公共団体、民間企業の給与などを考慮し、町議会の審議を経て定められます。
（地方公務員法第２４条）
　令和４年度の歳出総額に占める人件費の割合は１６.４％でした。
また、令和５年度当初予算における職員給与費は６億７,２３９万円で、職員１人当たり約５７５万円となっています。
くわしくは、総務企画課総務庶務室までお問い合わせください。（☎４３－２１１１）

令和５年度　最上町職員給与のあらまし

町職員の給与状況をお知らせします国民年金

基金制度

のご案内

自営業の方やその家族、

学生などの国民年金第１号被保険者の方へ

１. 人件費の状況　（令和４年度普通会計決算）

２. 職員給与費の状況　（令和５年度普通会計当初予算）

３. 職員の平均給料月額と平均年齢

４. 職員の初任給の状況

５. 職員手当の状況

６. 特別職の報酬等の状況

７. 部門別の職員数

※人件費には、特別職に支給される給与・報酬を含む。

（令和5年4月1日現在）（令和5年4月1日現在）

（令和5年4月1日現在）

（各年4月1日現在）（期末・勤勉手当：令和5年4月1日現在 退職手当：令和5年4月1日現在）

※職員手当に退職手当は含まない。給与費は令和5年度予算計上額。

職員数
（Ａ）区　分

区　分 平均給料月額 内　　　　容区　分

報　　酬

期末手当

平均年齢

一般行政職 312,000円 40.9歳

技能労務職 378,000円 54.9歳

区　分 最 上 町

区　分 区　分

町長部局
（うち病院･やすらぎ）

議会事務局

監査委員会事務局

選挙管理委員会事務局

農業委員会事務局

教育委員会事務局

合　　計

2人

兼任（2人）

兼任（5人）

併任（5人）

38人

172人

2人

兼任（2人）

兼任（5人）

併任（5人）

38人

172人

５年度 ４年度 増減

0

0

0

0

0

0

期末手当
勤勉手当

退職手当

内　　　　容

山 形 県

大卒 177,900円 188,100円

高卒 156,300円 156,300円

一人当たり
給与費（Ｂ/Ａ）給　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（Ｂ）

4億3,125万円117人最上町 6,782万円 1億7,332万円 6億7,239万円 575万円

671億4,094万円15,947人山形県 117億7,734万円 258億3,620万円 1,047億5,447万円 657万円

給　与　費

歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 人件費率（Ｂ/ Ａ） 人件費率（令和３年度）区　分

70億8,550万円 11億6,367万円 16.4％ 16.5％令和４年度

一　般
行政職

期末手当　計2.40月分
（6月：1.20月分　12月：1.20月分）
勤勉手当　計2.00月分
（6月：1.00月分　12月：1.00月分）

議　長
副議長
議　員

給　　料
町　長
副町長
教育長

316,000円
253,000円
233,000円

820,000円
620,000円
575,000円

町長・副町長・教育長　3.10月分

（6月：1.55月分  12月：1.55月分）

議長・副議長・議員　3.10月分

（6月：1.55月分  12月：1.55月分）

勧奨・定年　※（　）は自己都合
勤続20年：　24.586875月分（19.6695月分）
勤続25年：  　33.27075月分（28.0395月分）
勤続35年：     　 47.709月分（39.7575月分）
最高限度：      　 47.709月分
その他の加算措置
定年前早期退職特例措置（2～20％加算）

0
（2）

132人
（47人）

132人
（49人）
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○お問い合わせ　総務企画課　危機管理室　☎４３－２１１１（代表）
　　　　　　　　町民税務課　町民生活室

　国民年金基金は、自営業の方やその家族、学生などの国民年金第１号被保険者の方がゆとりある老後を
過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。
　掛金は全額が所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控
除の対象となりますので、税制面で優遇されます。

①国民年金に加入している２０歳以上６０歳未満の方

②６０歳以上６５歳未満の方や海外に居住されている方で、

　国民年金に任意加入している方

※ご加入いただいた後も掛金の額を口数単位で増減できます。

○お問い合わせ
全国国民年金基金　南東北支部　　TEL ０１２０－６５－４１９２
〒980-0021　宮城県仙台市青葉区中央4-10-3  JMFビル仙台01  12F
https://www.zenkoku-kikin.or.jp

フリーダイヤル　   ローゴ　    ヨ　イ　ク　ニ

全国国民年金基金 検索

加入要件


